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固
定
資
産
税
第
３
期
分
、

　

国
民
健
康
保
険
税
第
３
期
分
の

　

督
促
状
の
発
送

11
月
１
日　

市
県
民
税
第
３
期

　

分
、
国
民
健
康
保
険
税
第
４
期

　

分
の
納
期
限

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

　

の
督
促
料
を
い
た
だ
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、

　

納
期
限
日
の
残
高
に
ご
注
意
く

　

だ
さ
い
。

■
取
引
等
の
記
録
・
保
存
（
平
成

22
年
10
月
１
日
か
ら
開
始
）

　

米
穀
事
業
者
は
、
米
、
米
加
工

品
を
①
出
荷
・
販
売
②
入
荷
・
購

入
③
事
業
所
間
の
移
動
④
廃
棄
―

な
ど
し
た
場
合
、
そ
の
記
録
を
作

成
し
、
原
則
３
年
間
保
存
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
産
地
情
報
の
伝
達
（
平
成
23
年

７
月
１
日
か
ら
開
始
）

　

米
穀
事
業
者
が
、
米
、
米
加
工

品
を
ほ
か
の
事
業
者
へ
譲
り
渡
す

場
合
、
伝
票
等
ま
た
は
商
品
の
容

器
・
包
装
へ
の
記
載
に
よ
っ
て
、

産
地
情
報
の
伝
達
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
一
般
消
費
者
に
販

売
・
提
供
す
る
場
合
は
、
産
地
情

報
の
伝
達
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ　

愛
媛
農
政
事
務
所

　

食
糧
部
消
費
流
通
課

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
３
２

－

１
１
７
７

　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
も
て
こ

い
元
気
館
）
の
西
側
市
道
に
「
高

齢
運
転
者
等
専
用
駐
車
区
間
」
が

３
区
画
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
区
間
は
、
公
安
委
員
会
が

交
付
す
る
「
標
章
」
を
掲
示
し
た

車
の
運
転
者
が
利
用
で
き
ま
す
。

■
標
章
の
交
付
対
象
者

　

普
通
自
動
車
の
運
転
免
許
を
有

す
る
、
70
歳
以
上
の
方
、
身
体
障

害
者
、
妊
婦
な
ど

■
問
合
せ

○
西
条
警
察
署
交
通
課

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
６

－

０
１
１
０

○
西
条
西
警
察
署
交
通
課

ＴＥＬ
０
８
９
８

－

６
４

－

０
１
１
０

　

今
年
６
月
施
行
の
「
戦
後
強
制

抑
留
者
に
係
る
問
題
に
関
す
る
特

別
措
置
法
」
に
基
づ
き
、
シ
ベ
リ

ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に
対
し
て
特

別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
戦
後
強
制
抑
留
者
と
は

　

昭
和
20
年
８
月
９
日
、
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
（
旧

ソ
連
邦
）
の
参
戦
に
伴
い
、
同
年

９
月
２
日
以
後
に
旧
ソ
連
邦
ま
た

は
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
地
域

で
強
制
抑
留
さ
れ
た
方

■
支
給
対
象
者

　

日
本
国
籍
を
有
す
る
戦
後
強
制

抑
留
者
の
方
で
、
平
成
22
年
６
月

16
日
（
特
別
措
置
法
施
行
日
）
に

ご
存
命
の
方
。
法
施
行
日
以
降
に

対
象
者
が
死
亡
さ
れ
た
場
合
は
、

相
続
人
が
請
求
で
き
ま
す
。

■
支
給
額

　

日
本
へ
の
帰
還
時
期
に
よ
っ
て

支
給
額
は
25
万
～
１
５
０
万
円
に

区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
請
求
手
続
き

　

過
去
に
平
和
祈
念
事
業
特
別
基

金
が
実
施
し
た
特
別
記
念
事
業
の

特
別
慰
労
品
を
受
け
ら
れ
た
方
に

は
、
特
別
給
付
金
の
請
求
書
な
ど

手
続
き
に
必
要
な
資
料
が
10
月
中

旬
（
予
定
）
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

特
別
慰
労
品
を
受
け
ら
れ
て
い

な
い
方
は
、
平
和
祈
念
事
業
特
別

基
金
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
請
求
期
限

　

平
成
24
年
３
月
31
日

■
問
合
せ　

独
立
行
政
法
人
平
和

祈
念
事
業
特
別
基
金　

事
業
部

ＴＥＬ
０
３

－

５
８
６
０

－

２
７
４
８

　

公
証
役
場
で
は
、
不
動
産
の
売

買
・
賃
貸
、
金
銭
の
貸
借
、
損
害

賠
償
や
慰
謝
料
の
支
払
い
な
ど
、

各
種
の
契
約
書
（
公
正
証
書
）
を

作
成
し
て
い
ま
す
。
公
正
証
書
に

は
判
決
書
と
同
様
に
、
差
押
え
や

取
立
て
の
効
力
が
あ
り
ま
す
。

　

遺
言
書
を
公
証
役
場
で
作
成
し

て
お
く
と
、
家
庭
裁
判
所
の
検
認

の
手
続
き
を
受
け
る
こ
と
な
く
効

力
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
会

社
設
立
の
た
め
の
定て

い
か
ん款
や
私
署
証

書
の
認
証
、
確
定
日
付
の
付
与
な

ど
の
事
務
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

公
証
役
場
で
は
公
正
証
書
に
関

し
て
の
法
律
相
談
を
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
新
居
浜
公
証
役
場

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

３
５

－

３
１
１
０

○
今
治
公
証
役
場

ＴＥＬ
０
８
９
８

－
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３

－

２
７
７
８

▲新設した専用駐車区間

10
月
の
市
税
ご
よ
み

米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に

特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

公
証
週
間　

10
月
１
日
～
７
日

も
て
こ
い
元
気
館
西
側
に
高
齢

者
等
の
専
用
駐
車
区
間
を
新
設

■電話予約が可能な証明書等（担当課）
○住民票、印鑑登録証明書（市庁舎本館市民生活課、各総合支所市民福祉課）
○所得証明書、納税証明書、評価証明書など
　（市庁舎本館納税課、東予総合支所税務課、丹原・小松総合支所総務課税務係）
■電話予約の受付日時　月～金曜日の８時30分～17時15分（祝日・年末年始を除く）
■予約交付の電話番号　各庁舎の代表電話番号（当頁上記に記載）へおかけください。

※各書類の交付には１通につき200円の手数料が必要です。交付の際に持参いただくものなど、詳しくは電話予約の際にお問い合わせください。

　住民票、印鑑登録証明書、税の
証明書等は、担当課へ電話予約を
しておけば、市役所の執務時間外
（夜間、土・日曜日、祝日など）に
それぞれの庁舎で受け取ることが
できます。

電話予約で各種証明書等の夜間・休日交付ができます


